
 
2023 年 5 月 31 日 

 
吸収分割に関する事前開示書面 

 
東京都千代田区富士見二丁目 13 番 3 号 

株式会社 KADOKAWA 
代表取締役  夏野 剛 

 
 
当社は、2023年 5月 26日付で、株式会社ビルディング・ブックセンター（住所 埼玉県

入間郡三芳町大字竹間沢 315 番地 1、以下「吸収分割会社」といいます。）との間で締結

した吸収分割契約に基づき、2023 年 7 月 1 日を効力発生日として、吸収分割会社の事業の

うち、吸収分割会社の東京支店が所管するビルメンテナンスに係る一切の事業（以下「本

件事業」といいます。）に関して吸収分割会社が有する権利義務の一部を当社に承継させ

る吸収分割（以下「本件吸収分割」といいます。）を行うことといたしました。 
当社が会社法第 794 条第 1 項及び会社法施行規則第 192 条により開示すべき事項は、以

下のとおりです。 
 
 

記 
１．吸収分割契約の内容（会社法第 794 条第 1 項） 

別紙 1 のとおりです。 
 
２．会社法第 758 条第 4 号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項（会社法施

行規則第 192 条第 1 号） 
分割対価につきましては、吸収分割会社との協議に基づき、現金の交付とし、承

継する権利義務の時価評価を基準として、総額で金 50 百万円といたしました。           
 
３．吸収分割会社についての次に掲げる事項（会社法施行規則第 192 条第 4 号） 

（１）最終事業年度に係る計算書類等の内容（会社法施行規則第 192 条第 4 号イ） 

別紙 2 のとおりです。 
 

（２）最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等の内容（会社法施行

規則第 192 条第 4 号ロ） 

該当事項はありません。 

 
（３）最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社

財産の状況に重要な影響を与える事象の内容（会社法施行規則第 192 条第 4 号ハ） 
吸収分割会社は、2023 年 3 月、特別損失として、労災事故に係る損害賠償請求の

和解金 65 百万円の計上を行いました。 

 

４．当社（吸収分割承継会社）についての次に掲げる事項 
（１）当社において最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担

その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容（会社法施行規則第 192
条第 6 号イ） 

該当事項はありません。                          
 



（２）本件吸収分割が効力を生ずる日以後における当社の債務（会社法第 799 条第 1 項の

規定により本件吸収分割について異議を述べることができる債権者に対して負担する

債務に限る。）の履行の見込みに関する事項（会社法施行規則第 192 条第 7 号） 
本件吸収分割後の当社の資産の額は負債の額を十分に上回る見込みですまた、本

件吸収分割効力発生日以降の当社の収益及びキャッシュ・フローの状況について、

当社の債務の履行に支障を及ぼす事態の発生は、現在想定されておりません。

さらに、本件吸収分割により、吸収分割会社から当社に承継する権利義務は、効

力発生日の直前の時点において吸収分割会社が締結している本件事業に係る契約

（本件事業以外の吸収分割会社の事業にも関連するものを除く）に係る契約上の地

位（効力発生日の直前の時点において発生している当該契約に関する権利義務を除

く）であり、また、吸収分割会社から当社への債務の承継は、全て重畳的債引受の

方法によりますので、当社の負担する債務については、本件吸収分割の効力発生日

以後も履行の見込みがあるものと判断しております。

以上
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吸収分割契約書 

株式会社ビルディング・ブックセンター（本店所在地：埼玉県入間郡三芳町大字竹間沢 315 番

地 1。以下「甲」という）及び株式会社 KADOKAWA（本店所在地：東京都千代田区富士見二丁目

13 番 3 号。以下「乙」という）は、甲が本件事業（第 1 条において定義する）に関して有する権利義

務を乙に承継させる吸収分割（以下「本件吸収分割」という）について、次のとおり吸収分割契約

（以下「本契約」という）を締結する。 

第 1 条 （吸収分割） 

甲は、甲の事業のうち、甲の東京支店が所管するビルメンテナンスに係る一切の事業（以下「本

件事業」という）に関して有する権利義務のうち第 3 条に定めるものを、第 5 条に規定する本件吸

収分割がその効力を生ずる日（以下「効力発生日」という）をもって乙に承継させ、乙はこれを甲か

ら承継する。 

第 2 条 （分割に際して交付する金銭等） 

乙は、本件吸収分割に際し、甲に対し、継承権利義務の全部の対価（以下「本件対価」という）と

して、金 50,000,000 円を 2023 年 7 月 3 日までに甲の指定する銀行口座に振り込んで交付する。

振込手数料は、乙の負担とする。 

第 3 条 （本件吸収分割により承継する権利義務） 

1. 本件吸収分割により、甲から乙に承継する甲の資産、債務、その他の権利義務は、以下のと

おりとする（以下「本承継権利義務」という）。

(1) 承継する資産及び債務

① 資産

承継されない

② 債務（潜在債務、偶発債務及び簿外債務を含む）

承継されない

(2) 雇用契約

承継されない 

(3) 契約（雇用契約を除く）

効力発生日の直前の時点において甲が締結している本件事業に係る契約（本件事

業以外の甲の事業にも関連するものを除く）に係る契約上の地位（効力発生日の直

前の時点において発生している当該契約に関する権利義務を除く） 

2. 本件吸収分割による甲から乙への債務の承継は、重畳的債務引受の方法によるものとする。

ただし、当該債務について、甲が効力発生日以降に履行その他の負担をした場合には、甲

は乙に対してその全額について求償することができる。

収入 

印紙 

4 万

別紙1
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第 4 条 （資本金及び準備金） 

本件吸収分割により増加する乙の資本金等の額に関し、次の各号に掲げる事項については、

当該各号に定めるとおりである。 

(1) 資 本 金 0 円 

(2) 資 本 準 備 金 0 円

(3) その他資本剰余金 本件吸収分割により乙が承継する純資産の額から前二号の額を控

除した額

第 5 条 （本件吸収分割の効力発生日） 

本件吸収分割の効力発生日は、2023 年 7 月 1 日とする。但し、本件吸収分割の手続の進行上

の必要性その他の事由により必要があるときは、甲は、乙と協議し合意の上、これを変更することが

できる。 

第 6 条 （分割承認総会） 

1. 甲は、会社法第 784 条第 1 項の規定により、同法第 783 条第 1 項に定める株主総会の承認

を得ることなく本件吸収分割を行う。

2. 乙は、会社法第 796 条第 2 項の規定により、同法第 795 条第 1 項に定める株主総会の承認

を得ることなく本件吸収分割を行う。

第 7 条 （善管注意義務） 

甲及び乙は、本契約の締結後、効力発生日までの間において、それぞれ善良なる管理者の注

意をもってその業務の執行及び財産の管理運用を行い、その財産及び権利義務に重大な影響を

及ぼす行為については、あらかじめ甲乙協議の上、これを行うものとする。 

第 8 条 （競業避止義務） 

甲は、本件吸収分割の効力発生日後も法令によるか否かを問わず競業避止義務を負うことはな

く、本件事業その他の乙の事業と競合する事業を行うことができる。 

第 9 条 （事情変更） 

本契約締結日から効力発生日までの間において、甲又は乙の財産又は経営状態に重要な変

動が生じた場合、本件吸収分割の実行に重大な支障となる事態が生じた場合、その他本契約の

目的の達成が困難となった場合には、甲乙協議の上、本契約を変更し、又は解除することができる

ものとする。 

第 10 条 （規定外事項） 
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本契約に定めるもののほか、本件吸収分割に関して必要な事項については、本契約の趣旨に

従って甲乙協議の上、これを適宜決定するものとする。 

本契約締結の証として、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各 1 通を保有する。 

2023 年５月 26 日 

甲 埼玉県入間郡三芳町大字竹間沢 315 番地 1

株式会社ビルディング・ブックセンター

代表取締役社長  佐藤 忍

乙 東京都千代田区富士見二丁目 13 番 3 号

株式会社 KADOKAWA

代表取締役社長  夏野 剛
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